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当社は，貴法人の当社宛平成2　2年8月　3　0　日付差止請

求書兼申入書（以下「差止請求書」といいます。）に対し

，以下のとおり回答します。

1．請求の要旨に対する回答の趣旨

更新料支払条項を新規契約及び更新契約において用い



て契約することは，消費者契約法10条に違反せず有効

であり，貴社の差止請求書「1　請求の趣旨」記載の御

請求に対しては，当社はお断り致します。

2．上記回答の理由

（l）更新料条項は，建物賃貸借契約において，重要事項

説明書等で説明がなされ，貸借人の方に更新料の金額

・支払時期等を明示され，貸借人の方も更新料条項を

了知のうえ，契約締結に至っているものです。貸借人

の方にしましても，更新料条項を含めた仝賃貸借条件

を他の物件の賃貸借条件と比較対照して，当該物件を

選択されており，賃借物件選択の際に更新料条項を考

慮して決定されている実態にあります。

（2）また最近では，更新料条項のない物件も多数存在し

，物件が余っている中で，更新料条項のない物件を選

択することも十分可能になっています。更新料条項は

押しつけられるものでもなく，また難解なものでもあ

りません。一定額の更新料を更新時に支払う　という極

めて理解しやすい契約条項です。更新料は契約両当事



者により，全体賃貸借料金の一部として認識・理解さ

れています。

（3）更新料条項には．月額賃料を低額にし，契約の初期

費用を少なくし，入居しやすくなるなどの合理性が存

在します。また，短期の貸借人の方にとっては更新前

に退去すると支払総額が少なくてすむ利点もあります

。さらに，生活保護の補助金，会社の援助金など，更

新料に補助がなされる場合は，賃借人の方の負担が少

なくなるなどの利点もあります。

（4）更新料を一律に否定する考え方は，取引社会の様々
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なニーズに応える契約自由の原則に反するもので認め

られません。更新料条項方式と月額賃料一本方式との

両パターンの契約書を提示した場合，少なからず更新

料条項方式の契約書を希望される方がいるのも事実で

す。更新料には地域性・歴史性があるのであり，それ

を全面否定する考え方には賛同しかねます。

（5）したがいまして，当社は，更新料は消費者契約法1



0条には違反せず有効でぬると思料しております。更

新料条項について御指摘のとおり消費者契約法違反で

無効とする裁判例があるのも承知しておりますが，ま

た更新料条項を有効とする下記の裁判例があるのも事

実です。

平成17年10月26日　東京地裁判決

平成20年　1月30日　京都地裁判決

平成21年　3月27日　大津地裁判決

平成21年10月29日　大阪高裁判決

現在，3件の更新料裁判が最高裁判所に係属してお

り，その判断も示されておりません。

（6）更新料差止訴訟は，当社が提起する裁判ではありま

せんが，提訴されたとしても，当社は正々堂々と更新

料有効の主張を提示し．その正当性を認められるまで

訴訟活動を展開していく所存です。

・申入れ部分についての意見

差止請求書では，消費者団体としての申入れとして，

下記3項目の質問が列記されています。



①今後新規に契約ないし更新する消費者から更新料を

受領するか否か。

②過去に更新料を受領した消費者に対し更新料を返金

するか否か。

③過去に更新料を受領した消費者に対し返金する場合

はどの時期まで遡って返金するのか。

本差止請求書は，消費者契約法41条1項の請求書面

でありながら，余事記載として，申入れ部分に付加され

ていることについては，差止請求と既払更新料の返還請

求とをことさらに同列に扱うもので不適切な記載と思科

します。差止請求は差止請求として．過去の既払更新料

の返還請求は返還請求として別書面で記載されるべきと

考えます。従って，申入れ部分については回答を控えさ

せてもらいます。

以上，回答致します。
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